
 

令和４年度 第２回上越警察署協議会議事概要 

 

 

開催日時  令和４年９月29日（木）午後２時00分から午後３時00分まで 

開催場所  上越警察署大会議室 

 

 

 

出 席 者 

 

 

 

 

 

委      員
 

（定数15人）
 

 

滝澤会長 青山副会長 本山委員 君波委員 

河野委員 佐藤委員  曽我委員 髙舘委員 

仲山委員 望月委員  和栗委員 
            

（会長・副会長以下50音）
 

計11人 

警   察
 

梅田署長   穴沢副署長  南雲地域官 

阿部警務課長 山本生活安全課長  

小林交通課長 小林警備課長 

計７人
 

 

管内の治安情勢 

 各官課長から、令和４年８月末現在の管内の治安情勢について、資料に基づき説明が

あった。 

前回の答申事項に対する業務推進状況 

各課長から、前回答申した重点推進項目の取組状況について、下記のとおり説明が 

あった。 

１ 特殊詐欺被害防止対策の推進 

(1) コンビニエンスストアに対する協力依頼 

   電子マネーを利用した架空請求詐欺被害防止のため、管内に所在するコンビニ

エンスストア72店舗に対し、電子マネー購入者への声かけ用ラミネートカードを

配布し、被害防止の協力依頼を実施した。 

(2) 折り込みチラシ等を活用した広報 

６月、７月、８月と新聞の折り込みチラシに特殊詐欺被害防止記事を掲載したほ

か、８月号の上越市報にも記事を掲載し広報を行った。 

(3) 特殊詐欺被害防止対策推進プロジェクト委員会等による広報 

当署内各課、各ブロック員からなる「特殊詐欺被害防止対策推進プロジェクト委

員会」等による地域ブロック別の広報を実施した。 

(4) 社会人講座における広報 

   管内所在の高校で開催された社会人講座において、特殊詐欺の手口や防犯対策

等を英会話で学ぶ特別講座を開催した。 

(5) 特殊詐欺被害を未然に防止した方々への感謝状の贈呈 



被害を未然に防止した金融機関の職員等の方々に感謝状を贈呈した。 

２ 交通死亡事故抑止対策の推進 

(1) 「夏の交通事故防止運動」の実施 

 ７月22日から10日間行われた「夏の交通事故防止運動」において、 

・ 公共施設において『「渡るよサイン」お披露目大使』を招き、横断歩

道の渡り方に関する広報 

・ 保育園における「渡るよサイン」広報 

・ 園児が書いた交通安全の短冊付き風鈴を警察署玄関に設置 

・ 大型スーパーマーケットにおける啓発品の配布による広報 

等を実施した。 

(2) 「高齢者事故防止対策」の実施 

管内で発生した交通死亡事故を受け、 

・ 地元ケーブルテレビを活用した広報 

・ 民間企業との連携によるサポートカーの体験講習の実施 

・ 大型スーパーマーケットにおける啓発品の配布による広報 

等を実施した。 

諮問 

 署長から、当面の重点推進事項について次のとおり諮問があった。  

 

１ 特殊詐欺被害防止対策の推進 

 

２ 交通死亡事故抑止対策の推進 

   
３ 犯罪被害者等の支援にかかる理解の促進 

   

 意見・要望・質疑等（○は署長等の説明）      

１ 特殊詐欺被害に関して、上越署が県下で被害額が最も多いと聞いている。様々な

被害防止策を講じていると思うが、テレビ等で署長又は課長が自ら出演し被害状況

や防止策を訴えてみたらどうか。 

 〇 上越署では、これまで、様々な媒体、方法により特殊詐欺被害防止広報を行っ

てまいりましたが、委員の御意見を参考にして、引き続き、より効果的な広報の

方法や内容について検討してまいりたいと思います。 

 

２ 市内で還付金詐欺前兆電話が相次いでいるようであり、各区の防災無線により、

定期的に注意喚起の放送を行うなどの全市的な取組が必要と思うが如何か。 

○ イベント等を開催して、特殊詐欺被害防止気運を盛り上げるなど、地道な広報

を繰り返し行うことが何よりも大切だと考えています。 

過去に防災無線を活用して広報を実施した事例はありますが、主に被害が発生

している市内中心部では、防災無線の設備がないなどの問題もあります。今後も



防災無線の有効活用などを含め、上越市と連携した活動を行ってまいりたいと思

います。 

 

３ 当社の従業員から 

       ・８月中旬 国道８号沿い大潟地内の交差点 

       ・８月中旬 国道８号沿い柿崎地内の交差点 

       ・８月21日 謙信公大通 市役所入口交差点（夕方） 

       ・８月23日 山麓線 上越教育大学前交差点（夕方） 

での交通事故の目撃情報が寄せられた。４件とも大通りの交差点での事故であり、

うち２件は夕方に発生している。大通りの交差点、夕暮れ時に絞った交通事故防止

の啓発活動を行って頂きたい。 

○ 委員のご指摘のとおり、例年、秋以降、夕暮れ時間帯の事故が多発する傾向に

あります。 

現在、秋の交通安全運動期間中ですが、夕暮れ時間帯や交通量のある主要道路を

中心に赤ランプ広報を強化しています。また、運動期間終了後も継続して広報を実

施していく予定です。 

 

答申      

質疑の後、上越警察署協議会として協議、検討した結果、諮問のとおり推進するよ

う答申した。 

 速度等取締り指針の策定  

 交通課長から、交通事故発生実態に合わせた速度等取締りを実施する旨の説明があ

り、了承した。 

 


